
北朝鮮による拉致被害者の早期救出と特定失踪者の真相究明を求める意見書 

 

 北朝鮮による日本人拉致問題は、わが国の主権と国民の生命・安全に関わる重要な問題で

あり、拉致被害者や特定失踪者全員の一刻も早い救出は国民すべての願いである。 

しかしながら、日本政府は北朝鮮に対し、平成 20年８月に合意した調査のやり直しなどを

求めているが、その後３年間、一向に何ら具体的な進展を見せておらず風化の様相すら呈し

ている。 

このことは、拉致被害者や特定失踪者の家族、日本国民及び政府の思いを踏みにじるもの

である。 

 よって、国会、関係行政庁におかれては、下記の事項について一刻も早く実現されるよう

強く要請するものである。 

 

記 

 

１．北朝鮮による拉致問題の膠着状態の現状を打開し、生存者全員の早期帰国を実現するこ

と。 

 

２．「拉致問題対策本部」の権限と機能強化、特に「情報室」における情報収集・分析につい

て強化徹底を図ること。 

 

３．拉致被害者、政府未確認の特定失踪者を抱える地方自治体と綿密に連携し、真相の調査

解明等、情報を共有し、早期救出を図ること。 

 

４．全国の学校で、拉致及び特定失踪者の問題を地域に合った形で、具体的に取り上げ、人

権教育として徹底すること。 
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